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「つくられる自白 志布志の悲劇」 映画と対談のご案内 

日 時：１０月１８日（土）13:30～16:00 

会 場：札幌教育文化会館(札幌市中央区北 1西 13) 

参加料：５００円 

映 画：13:30～14:15「つくられる自白 志布志の悲劇」 

「志布志事件」とは、鹿児島県警志布志警察署が、平成１５年に行われた鹿児島県 

議選の捜査で、当選した中山信一さんをはじめ多くの有権者を買収容疑で逮捕した 

事件。捜査では、長期間の勾留や自白の強要等過酷な取り調べが行われた。 

平成１９年２月、鹿児島地裁は自白の信用性を否定し、被告１２人全員に無罪判決

を言い渡した。この映画は日本弁護士連合会（日弁連）が、自白の強要等の事実を

証言や再現を交えたドキュメンタリー。 

対談：14:20～16:00「鹿児島県議 中山信一さんが語る悪夢の３９５日」 

鹿児島県議会議員 中山信一氏、弁護士市川守弘、「市民の目フォーラム北海道」

代表原田宏二の３名による対談。 

「市民の目フォーラム北海道」ホームページへの動画アップロード情報 

20.6.27 「つくられる自白～志布志の悲劇」 完成披露試写会とシンポジウム（８コマ） 

20.7. 8 チャレンジ・ザ・Ｇ８サミット１万人のピースウォーク  （警察デモ警備の記録）    （１コマ） 

20.8.20 原田代表が「人権を考える映画と講演の夕べ」で講演「暴走する権力を止めるのは誰か」（９コマ） 

20.8.25 メディアの現在（いま）～ニュースの深層を読み解くレッスン～ ジャーナリスト大谷昭宏氏、作家

宮崎 学氏が、北海道新聞裁判についても語る。（１２コマ） 

         

 

ＣＥＦＨニュース  

最近のＨＰへのアップ記事一覧 

１ ＣＥＦＨの活動 

20. 5.18 ドキュメンタリー映画「ハダカの城」 

上映と懇話の場 

20. 6.26 つくられる自白～志布志の悲劇 

短編ドキュメンタリー映画完成披露試写会 

20. 7. 7 チャレンジ・ザ・Ｇ８サミット１万人

のピースウォーク 

参加者 3,000 人に 1,000人以上の過剰警備？ 

20. 8.12 短編映画「つくられる自白 志布志の

悲劇」上映会 

「市民の目フォーラム北海道」会報 第６号（20年 9月） 

事務局    札幌市中央区大通西 11丁目ﾀﾞﾝｹ大通ﾋﾞﾙ 7F 市川守弘

法律事務所内   電 話 ０５０－７５２４－８９９５ 

e-mail  shimin-me.forum@kpa.biglobe.ne.jp 

 

http://jp.youtube.com/watch?v=_W4ySBLWwSE
http://jp.youtube.com/profile_videos?user=gspbc039&p=r
http://www.geocities.jp/shimin_me/cefh1.htm#20.5.18
http://www.geocities.jp/shimin_me/cefh1.htm#20.6.26
mailto:shimin-me.forum@kpa.biglobe.ne.jp
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２ 警察関連ＮＥＷＳ  

20. 5.28 釧路方面交通安全協会の住民監査請求 

内部告発で指摘された不正経理疑惑（別掲） 

20. 6. 9 否認被告「一審無罪」2.9％過去最高

が意味するもの  自白偏重裁判、人質司法にこそ問題 

20. 6.16 おかしいぞ！福岡県警  

ヤクザに警察手帳を奪われ、初動捜査を怠る 

20. 7. 1 外国人はテロリスト？職務質問の標的

になる外国人 

20. 7.11 釧路方面交通安全協会不正経理疑惑 

監査請求人が意見陳述 釧路安協は欠席(別掲) 

20.8.24 ８０％が市民の協力が得られない 

聞き込み捜査による検挙は半減 

３ 警察裏金問題の基礎知識 

第 14回 警察の裏金疑惑追及に腰を引く検察庁(2) 

同じ穴の狢 期待を裏切った検察 

第 15回 警察の裏金疑惑追及に腰を引く検察庁(3) 

検察に期待するのは誤りだ 

第 16回 会計職員たちの告発 裏金の中枢会計課 

の実態      会計職員の怒りと苦悩 

４ 北海道警察ＶＳ北海道新聞 

20. 7.11 新聞が権力に屈した日 

20. 7.23 第 10回口頭弁論 

芦刈勝治元道警本部長が証言 

20. 7.26 第 10回口頭弁論 

道警裏金取材班 中原洋之輔記者の証言 

20. 8.21(続)新聞が警察に屈した日 

             暴露された裏工作？の記録(1) 

５ 情報公開のひろば 

20. 5.29(財)北海道交通安全協会等に情報公開の申し出 

20. 8. 1(社)函館方面交通安全協会に情報公開の申し出 

６ 月刉公安パンチ 

20. 6. 2 第 2 回 警察学校の対共産党教育 

20. 7. 4 第 3 回 地域警察官 

20. 8.12 第 4 回 公安警察の登竜門 

別掲 警察関連ＮＥＷＳ 

20.5.28 釧路方面交通安全協会の住民監査請求 

内部告発で指摘された不正経理疑惑 

 平成 20年 5月 9日の北海道新聞に「釧路安協 

試験場賃貸で過小申告 年 600 万円を不払い」

との記事が掲載された。メディア各社も、北海

道新聞の後を追い報道した。この記事がきっか

けになったのか、札幌の市川守弘弁護士宛に釧

路交通安全協会の内部資料と認められる書類が

同封された内部告発があった。市川弁護士は、

資料の信憑性は極めて高いと判断し 5 月 28 日、

道警裏金疑惑を告発した原田宏二元道警釧路方

面本部長(現「市民の目フォーラム北海道」代表)

と共に北海道監査委員に対して住民監査請求を

行い、その後 2人は道政記者クラブで記者会見

を行い住民監査請求に至った経過等を発表した。 

（記者会見の市川弁護士と原田代表） 

１ 監査請求の趣旨 

(１) 公益社団法人釧路方面交通安全協会への

北海道の委託業務について 

 公益社団法人釧路方面交通安全協会(以下「釧

路安協」という)は、一般公益事業のほか、公益

業務として北海道からの業務の委託を受けて、

主に次の業務を行っている。①運転免許更新時

講習等②原付技能講習③夏期冬道安全運転④運

転免許窓口。また、釧路安協は、収益事業とし

て釧路市と帯広市にある運転免許試験場の教習

コースを届出自動車教習所へ貸し出す業務、免

許更新時における写真撮影業務等も行っている。

北海道からは、かかる交通安全協会の趣旨から、

平成 19年度は、公益事業の委託料として 1億 7

千2,636,000円が予算額として計上されている。 

(２) 釧路安協の領得行為 

ア 地方教室借上料 

①平成17年度における釧路安協の地方教室借上

料は、北海道に対して 312 回、合計 2,607,564

円が申請され受託料として右金員全額が支払わ

れていることになっているが実際には 216 回合

http://www.geocities.jp/shimin_me/keisatukanren1.htm#20.5.28
http://www.geocities.jp/shimin_me/keisatukanren1.htm#20.6.9
http://www.geocities.jp/shimin_me/keisatukanren1.htm#20.6.9
http://www.geocities.jp/shimin_me/keisatukanren1.htm#20.6.16
http://www.geocities.jp/shimin_me/keisatukanren1.htm#20.7.1
http://www.geocities.jp/shimin_me/keisatukanren1.htm#20.7.1
http://www.geocities.jp/shimin_me/keisatukanren1.htm#20.7.1
http://www.geocities.jp/shimin_me/keisatukanren1.htm#20.7.11
http://www.geocities.jp/shimin_me/keisatu1#15
http://www.geocities.jp/shimin_me/keisatu1#15
http://www.geocities.jp/shimin_me/hokkaidou1.htm#15
http://www.geocities.jp/shimin_me/hokkaidou1.htm#16
http://www.geocities.jp/shimin_me/hokkaidou1.htm#17
http://www.geocities.jp/shimin_me/hokkaidou1.htm#18
http://www.geocities.jp/shimin_me/hokkaidou1.htm#18
http://www.geocities.jp/shimin_me/jouhou1.htm#20.5.29
http://www.geocities.jp/shimin_me/jouhou1.htm#20.8.1
http://www.geocities.jp/shimin_me/gekkan_kouan.htm
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計 829,958円しか支出されておらず、その差額

金 1,777,606円が、不法に領得されている。 

②この地方教室というのは前記した北海道から

の受託業務である運転免許更新時講習などを地

方で開催する際に使用する教室のことで公共施

設等を賃借する形態をとる。釧路安協は、この

受託業務である地方での講習に際し開催回数、

借上料を水増申請し、水増しした受託料を受領

していたもので平成 17年度だけで金 1,777,606

円に上っている。 

イ 教本等の代金のバック 

① 釧路安協は、同じく業務委託を受けている運

転免許更新時講習等において「印刷製本費」と

して教材費、印刷製本費を計上しこれらの金額

は北海道からの受託料によって賄われている。

ところで実際には釧路安協が、印刷、製本を発

注することはなく全て財団法人全日本交通安全

協会と財団法人北海道交通安全協会から「交通

の教本」「知る、守る、励行する」と題する教

本(地方版テキスト)を購入する購入費に宛てら

れている。平成 17年度における運転免許更新時

講習等におけるこれらの教本代金は 30,704,663

円に上っている。②ところが、驚くべきことに、

この教本代金の平成 15年度においては、これら

の教本代金が、支払先である財団法人全日本交

通安全協会と財団法人北海道交通安全協会から、

それぞれに支払った代金の一部が、釧路安協に

「還元金」「啓発宣伝費」等の名目で割戻しさ

れている事実が判明した。～中略～⑤ 以上から

判明することは、釧路安協が、講習時などにお

いて配布する教本を北海道交通安全協会や全日

本交通安全協会から購入するところ、その購入

代金は、北海道からの委託料として全額が支払

われ、公益事業の更新時講習等業務特別会計と

して処理されているが、実際は、この教本購入

代金の 1割近くが北海道交通安全協会や全日本

交通安全協会から「割戻し」され、かつこの割

戻金は、釧路安協の一般会計に、啓発宣伝費あ

るいは助成金として、収入に組み入れられてい

る、ということである。これは一種のマネーロ

ンダリングであり、本来、剰余金として北海道

に返還すべき委託料の割戻金を、北海道交通安

全協会や全日本交通安全協会を通して戻される

ことを利用して、「別途の収入」であるかのよ

うに見せかけているものである。 

ウ コース料金 

 北海道新聞平成 20年 5月 9 日付朝刉では、釧

路安協は収益事業として釧路市と帯広市にある

運転免許試験場の教習コースを届出自動車教習

所へ貸し出す業務において、施設所有者である

北海道に支払うべき賃料(コース貸出時間に対

応する)を、実際よりも少ないコース貸出時間を

北海道に申告することによって、届出自動車教

習所から受け取るコース料金の一部を北海道に

支払うことをせず、その結果、少なくとも 2005

年度から毎年 600 万円前後を領得していたこと

が明らかとなった。2005年度から 2007 年度まで

だけでも、この領得金額は約1,800万円に上る。 

～中略～ 

２ 「交通安全協会」は、警察幹部の巨大な天

下り団体、税金で賄われている公益法人 

 交通安全協会の全国組織は（財）全日本交通

安全協会で、運転免許更新時に配布される「交

通の教則」を発行し全国の交通安全協会に販売

するなど、交通安全の啓発宣伝事業を行ってい

る。会員は、都道府県交通安全協会等である。

北海道には、札幌に（財）北海道交通安全協会

（以下、「道安協」という）があり、道警の各

方面本部所在地に（社）旭川方面交通安全協会、

（社）釧路方面交通安全協会、（社）函館方面

交通安全協会、（財）北見方面交通安全協会が

ある。いずれも、北海道公安委員会（道警）所

管の公益法人である。各方面交通安全協会には、

警察署と同じ数の地区交通安全協会がある。交

通安全協会は、警察庁を頂点とし各都道府県警

察、警察署という警察組織と全く同じピラミッ

ド形の巨大組織である。北海道の各方面交通安

全協会は、それぞれ独立した公益法人だが、そ

の会長が道安協の副会長に就任している。全道

の交通安全協会の常勤役・職員は４１０人（ほ
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かに非常勤１２５人）で、道安協の専務理事に

は道警の方面本部長、道安協の４人の常務理事

と各方面の専務理事は警察署長経験者が就いて

いる。常勤役・職員のうち、道警ＯＢは約４８％

とされる。役員の平均年収は約６００～８００

万円、職員の平均年収は２５０万円前後である。

各交通安全協会は、北海道（公安委員会～道警）

から委託される運転免許の更新時講習、夏期冬

道安全運転、運転免許窓口業務（いずれも公益

事業）のほか、自動車教習所に対する試験場コ

ース貸出し事業、免許更新時の写真撮影事業等

の収益事業を行っている。北海道が各交通安全

協会に出資する補助金、委託料は、総額で１７

億４，８００万円、平成１８年度決算額のうち

補助金等が占める割合は約６２％～９０％に上

る。以上のように北海道の交通安全協会は、道

警幹部の巨大な天下り団体で、その事業費のほ

とんどが税金で賄われている公益法人である。

～中略～ 

４ 北海道公安委員会（道警）は交通安全協会

を監督できるのか 

 交通安全協会は、北海道公安委員会の所管す

る公益法人であるが、その監督は実質的には道

警が行っている（北海道公安委員会の所管に関

する公益法人の設立及び監督に関する規則）。 

 ところが、その道警は平成１５年１１月に長

年にわたる組織的裏金づくりが発覚し、国と北

海道に約９億６千万円を返還した。裏金に汚れ

た道警が、交通安全協会の不正経理を指摘する

ことができるはずがない。しかも、相手は道警

ＯＢが多数天下りしている外郭団体である。長

年にわたり、馴れ合い監査が行われていた可能

性がある。交通安全協会で勤務したことのある

道警ＯＢは「毎年、道警本部交通部や方面本部

の交通課幹部が４人ほどで監査に来るが、極め

て形式的なれ合い監査で、こうした甘い監査が

不正経理を生む背景になっている」と指摘して

いる。この問題は、５月２７日には一部のテレ

ビがニュースで伝えた。その反響が早速「市民

の目フォーラム北海道」に寄せられている。 

① 今年３月、赤字を理由に教習所に貸し出すコ

ース利用料の値上げを通知したが、実際は黒字

で値上げの必要はないはずだ。値上げは、教習

所の反発で６月からになった。 

② 冬道運転教習コースの造成には莫大な費用

をかけたのにかかわらず、利用者が少ないため

自動車教習所に利用者を割り当てている。 

③ 上層部は次々と短期間で交替するが、長年に

わたり同じ職員が経理を担当しているため、経

理のチエックがほとんど行われず、消耗品の予

算執行でも不正が行われている。～以下、略～ 

 

20. 7.11 釧路方面交通安全協会不正経理疑惑 

監査請求人が意見陳述 釧路安協は欠席 

 

平成２０年５月２８日、札幌の市川守弘弁護士

と道警の裏金疑惑を告発した原田宏二元道警釧

路方面本部長（現「市民の目フォーラム北海道」

代表）が、釧路方面交通安全協会（釧路安協）

の不正経理疑惑問題で、北海道監査委員に対し

て住民監査請求を行った。その意見陳述が、７

月１０日午後２時から道庁別館の監査委員事務

局大会議室で開かれた。 

監査請求人の市川守弘弁護士と「市民の目フォ

ーラム北海道」原田宏二代表が、それぞれ監査

委員の段坂繁美、工藤敏郎、見野 全、坂本人

士の４氏に意見を陳述。原田代表は、道警の立

入検査の形骸化、釧路安協の公金への認識欠如

などを指摘し、監査委員による徹底した監査を

求めた。この問題への対応が注目されていた釧

路安協の関係者は、この場には姿を見せず、意

見陳述は行わなかった。～以下、略～ 

 

「市民の目フォーラム北海道」ホームページ http://shimin-me.net 

http://www.geocities.jp/shimin_me/keisatukanren1.htm#20.7.11
http://shimin-me.net/

